
訪問看護ステーション みらい 

訪問看護重要事項説明書   

 

指定訪問看護事業者：訪問看護ステーション みらい 

 

１． 事業所の概要 

事業所名 

所在地 

訪問看護ステーション みらい 

愛知県常滑市金山字大曽３７－１ 

事業所番号 介護保険 2363590049 医療保険 3590049 

サービス提供地域 常滑市、知多市、阿久比町 

 

２． 事業所の職員体制等 

職種 人  員 

管理者  １名 

看護師  ２．５名以上（常勤換算） 

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士  １名以上 

事務員  １名 

 

３． 営業時間 

営業日 月～金曜日 （土・日曜日は休み） 

年末年始：12 月 29 日～1 月 3 日休み 

営業時間 月～金曜日、８：３０～１７：３０ （訪問時間 ９：００～１６：００となります。） 

※ ただし、２４時間の連絡体制を整えております。 

 

４． 事業の目的 

病気や障がいなどにより在宅療養をしている状態にあり、かかりつけの医師が訪問看護の必要を認めた方に対し、

適正な訪問看護を提供することを目的とします。 

 

５． 運営の方針 

（１） 訪問看護の実施に当っては、利用者の心身の特性を踏まえて、日常生活動作の維持、向上を図るとともに、利用

者の生活の質が高められるような在宅療養生活の充実に向けて支援します。 

（２） 事業の実施に当っては、地域の保険･医療･福祉サービスとの綿密な連携に努め、総合的な支援を心がけます。 

 

６． サービスの内容 

（１） 「訪問看護」は利用者の居宅において看護師その他省令で定める者が療養上の世話又は必要な診療の補助を

行うサービスで、主治医の指示に基づき次の内容のサービスを行います。 

     ①病状・全身状態の観察  ②清拭・洗髪等による清潔の保持  ③食事及び排泄等日常生活の世話 

     ④褥瘡の予防  ⑤リハビリテーション  ⑥ターミナルケア  ⑦認知症の看護 

     ⑧療養生活や介護方法の指導  ⑨カテーテル等の管理  ⑩ その他医師の指示による医療処置 

（２） 事業者は理学療法士等が訪問看護を提供している利用者についても、看護職員と理学療法士等が連携して 

利用者の状態を評価し訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成する必要がある為、看護職員が定期的に

訪問させて頂きますのでご了承ください。 
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７． 利用者負担金 

（１） 利用者からいただく利用者負担金は、法定利用料に基づく金額です。（別紙ご参照ください） 

（２） 利用者負担金は、サービスを受けた翌月に請求書を発行いたしますので、ご指定の金融機関口座から毎月 26

日前後に引き落としさせていただきます。 

（３） 通常の実施地域を超えて行う事業に要した交通費は、その実施地域を超えた地点から自宅までの交通費実費を

徴収します。なお自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収します。 

実施地域を超えた地点から、片道１キロメートルごとに  １００円 

（４） エンゼルケア料金は １２，０００円です。 

（５） 利用者がサービスの利用を中止する際には、速やかにご連絡ください。キャンセル料につきましては一切いただ

きません。                     連絡先（電話）：０５６９－４４－１７０７ 

 

８． 緊急時の対応方法 

緊急時および事故発生時にあっては、緊急対応のうえ利用者の主治医へ連絡し医師の指示に従います。 

また登録されている緊急連絡先に連絡いたします。 

 

９． 感染症蔓延及び災害等発生時の対応 

感染症蔓延及び災害等発生時は、その規模や被害状況により通常の業務が行えない可能性があります。災害

時の情報、被害状況を把握したうえで、利用者の安否確認や支援、主治医や関係者との連携、必要時の訪問を

行います。 

 

１０． 虐待の防止のための措置に関する事項 

虐待の防止に係る組織内の体制（責任者の選定・従業員への研修の実施等）を整え、虐待または虐待が疑われ

る事案が発生した場合は、高齢者虐待対応マニュアルに沿って対応いたします。 

 

１１． 事業休止時における他事業との連携等 

（１） 当事業所が一時的に休業する場合、利用者様の意向を確認し、同意を得て協力訪問看護事業所による代行訪

問を行います。 ただし、訪問日時の調整やサービス内容を相談させていただく場合があります。 

（２） 利用者様が困らないよう、協力依頼先訪問看護事業所と情報を共有していきます。主治医や担当ケアマネジャー、

関係機関と連携し、指示等の確認をいたします。その際、個人情報の守秘義務を徹底してまいります。 

（３） 代行訪問を行う場合は、協力依頼先訪問看護事業所との契約等お手数をおかけいたします。 利用の開始や途

中でお断りされる場合も利用者様には何ら不利益を被ることはありません。 

（４） 当事業所の事業が復旧した場合は原則当事業所からの訪問看護を再開いたしますが、利用者様のご希望に添

えるよう努めてまいります。 

 

１２． その他 

   サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、次の事項にご留意ください。 

① 看護師等は年金の管理、金銭の貸借などの金銭の取り扱いはいたしかねますので、ご了承ください。 

② 看護師等は健康保険法上、利用者の心身の機能の維持回復のために療養上の世話や診療の補助を行うこ

ととされており、同居家族に対する訪問看護サービスは禁止されていますので、ご了承ください。 

③ 看護師等に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきます。 
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１３． サービスに関する苦情窓口 

（１） 当事業所が行う訪問看護サービスについてのご相談・苦情については相談窓口で承ります。 

（２） 当事業所以外に、市役所等の苦情窓口に苦情を伝えることができます。 

下記の機関に苦情を申し立てることができます。  

訪問看護ステーションみらい 
電話 ０５６９－４４－１７０７ 

管理者 高瀬 松美 

常滑市役所 福祉部 高齢介護課 
電話  ０５６９－４７－６１３３ 

 

知多市役所 福祉子ども部 長寿課 
電話  ０５６２－３６－２６５２ 

 

阿久比町役場 民生部 ふくし課 高齢介護係 
電話  ０５６９－４８－１１１１ 

 

知多北部広域連合事業課 
電話  ０５２－６８９－２２６２ 

 

愛知県国民健康保険団体連合会 介護保険課 
電話番号  ０５２－９７１－４１６５ 

 

 

１４． 当社の概要 

名称・法人種別 有限会社 美来 

代 表 者 名 取締役 川村 真司 

本 社 所 在 地 愛知県常滑市大野町６丁目１１番地 

電 話 番 号 ０５６９－４２－０８６７ 

設 立 年 月 日 平成１７年３月９日 
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利用者負担金（医療保険法定利用料） 

項目 内訳 金額 

基本療養費 看護師による訪問 

 

理学療法士による訪問 

週３日目まで５，５５０円/回 

週４日目以降６，５５０円/回 

５，５５０円/回 

管理療養費 初回は７，７１０円、２回目以降３，０１０円/回 

訪問看護ベースアップ評価料 １，０５０円/月 

訪問看護医療 DX 情報活用加算 ５０円/月 

訪問看護物価対応料 初回６０円、２回目以降２０円/回 

情報提供療養費 各市町村、保険所への必要時情報提供費用        １，５００円/月 

加

算

各

種

／ 

同

意

状

況 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

□ 

□ 

□ 

   

２４時間対応体制加算 

緊急訪問看護加算（月 15 日目以降は後者） 

特別管理加算（管理内容により金額が異なります） 

複数名看護加算 

 

退院時共同指導加算 

特別管理指導加算 

※特別管理加算の対象者は退院時共同加算に上乗せ 

退院支援指導加算 

在宅患者連携指導加算 

在宅患者緊急時等カンファレンス加算 

営業時間内で９０分を超えるサービス（週１回まで） 

営業時間外にサービス提供を行う場合（日１回まで） 

・18：00～22：00/6：00～8：00 

・22：00～6：00 

訪問看護医療情報連携加算 

訪問看護遠隔診療補助料 

ターミナルケア加算（死亡月に対応） 

衛生材料 

死後の処置 

          ６，５２０円/月 

２，６５０円又は２，０００円/回 

 ２，５００円又は５，０００円/月 

看護師等同行時 

４，５００円又は３，０００円/回 

８，０００円/回 

２，０００円/回 

 

６，０００円又は８，４００円 

３，０００円/月 

２，０００円/月 

      ５，２００円 

 

２，１００円 

４，２００円 

１，０００円/月 

２，６５０円/回 

２５，０００円 

実費 

１２，０００円 

◆１ヶ月に支払った利用者負担金が、負担限度額を超えた場合は、超えた金額を市区町村へ申請致しますと、 

超えた金額が高額療養費として支給されます。           ※いずれも医療費控除の対象となります。 

  ◆訪問看護ご利用１回につき交通費（下記料金）を徴収致します。 

・当事務所からご自宅への距離が片道５㎞未満の方は１００円/回 

・片道５㎞を超える方は２００円/回                           ※交通費は実費になります。 

  ◆営業日以外の日に緊急訪問した場合は、上記の利用料金に加え、休日料金として 1 回につき３，３００円を 

徴収致します。                                 ※実費になります。 
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利用者負担金（介護保険法定利用料） 

内       容 料   金 

【看護師による訪問の場合】 

○それぞれの訪問時間に応じて料金が定められています。 

※介護保険負担割合証の利用者負担の割合によります。 

※交通費は含まれております。 

 

・２０分未満       314 単位 

・３０分未満       471 単位 

・３０分以上６０分未満 

 823 単位 

・６０分以上９０分未満 

    1128 単位 

【理学療法士又は作業療法士による訪問の場合】 

○それぞれの訪問時間に応じて料金が定められています。 

※介護保険負担割合証の利用者負担の割合によります。 

※交通費は含まれております。 

※ご利用条件により 8～15 単位減算となります。 

  

・２０分          294 単位 

・４０分          588 単位 

・６０分          795 単位 

○早朝・夜間・深夜は割増しとなります。 

（早朝）  ６：００～  ８：００ 

（夜間） １８：００～ ２２：００ 

（深夜） ２２：００～  ６：００ 

 

 

２５％割増 

２５％割増 

５０％割増 

 

○追加サービス 

 緊急時訪問看護加算 

  ２４時間体制で看護師が、緊急時に対応します。 

  電話により、ご相談をお受けし、必要時は訪問します。 

 

特別管理加算 

  留置カテーテルや在宅酸素が必要な方、人工肛門の管理が必要

な方等は加算の対象となります。 

 

  長時間訪問看護加算 

   特別管理加算対象の方で、1 回の時間が 1 時間 30 分を越える訪

問を行った場合に加算となります。 

 

 初回加算 

  初回訪問を行った場合の加算となります。 

 

 

 退院時共同指導加算 

  退院時に病院などの関係者と共同し、在宅での療養上必 

要な指導を行った場合の加算となります。 

※初回加算算定時は算定いたしません。 

 

 

・１ヶ月          574 単位 

 

 

 

・１ヶ月 500 単位又は 250 単位 

※状態により金額が異なります。 

 

 

・１回           300 単位 

 

 

 

・初回訪問時   

300 単位又は 350 単位 

※退院日訪問の場合後者となり

ます。 

・１回           600 単位 

・特別管理加算対象時は２回

（1200 単位）まで算定。 

○加算 

 サービス提供体制強化加算 

 複数名訪問加算 

 

 ターミナル加算 

 

・１回            6 単位 

・30 分未満/1 回    254 単位 

・30 分以上/1 回    402 単位 

・死亡月        2500 単位 

＊全費用に地域単価(常滑市は 10.21 円)を乗じ、本人様の介護保険負担割合を乗じた額が利用料となります。 

□：各種加算の説明実施/同意状況（下記㋹点） 

□緊急時対応、□特別管理、□長時間 

□初回、□退院時共同指導 

□ターミナル 
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利用者負担金（介護予防保険法定利用料） 

内       容 料   金 

【看護師による訪問の場合】 

○それぞれの訪問時間に応じて料金が定められています。 

※介護保険負担割合証の利用者負担の割合によります 

※交通費は含まれております 

 

・２０分未満       303 単位 

・３０分未満       451 単位 

・３０分以上６０分未満 

 794 単位 

・６０分以上９０分未満 

    1090 単位 

【理学療法士又は作業療法士による訪問の場合】 

○それぞれの訪問時間に応じて料金が定められています。 

※介護保険負担割合証の利用者負担の割合によります 

※交通費は含まれております 

※ご利用条件により 8～15 単位減算となります。 

  

・２０分          284 単位 

・４０分          568 単位 

・６０分          768 単位 

○早朝・夜間・深夜は割増しとなります。 

（早朝）  ６：００～  ８：００ 

（夜間） １８：００～ ２２：００ 

（深夜） ２２：００～  ６：００ 

 

 

２５％割増 

２５％割増 

５０％割増 

 

○追加サービス 

 緊急時訪問看護加算 

  ２４時間体制で看護師が、緊急時に対応します。 

  電話により、ご相談をお受けし、必要時は訪問します。 

 

特別管理加算 

  留置カテーテルや在宅酸素が必要な方、人工肛門の管理が必要

な方等は加算の対象となります。 

 

  長時間訪問看護加算 

   特別管理加算対象の方で、1 回の時間が 1 時間 30 分を越える訪

問を行った場合に加算となります。 

 

 初回加算 

  初回訪問を行った場合の加算となります。 

 

 

 退院時共同指導加算 

  退院時に病院などの関係者と共同し、在宅での療養上必 

要な指導を行った場合の加算となります。 

※初回加算算定時は算定いたしません。 

 

 

・１ヶ月          574 単位 

 

 

 

・１ヶ月 500 単位又は 250 単位 

※状態により金額が異なります。 

 

 

・１回           300 単位 

 

 

 

・初回訪問時       

300 単位又は 350 単位 

※退院日訪問の場合後者となり

ます。 

・１回           600 単位 

・特別管理加算対象時は２回

（1200 単位）まで算定。 

○加算 

 サービス提供体制強化加算 

 複数名訪問加算 

 

 ターミナル加算 

 

・１回            6 単位 

・30 分未満/1 回    254 単位 

・30 分以上/1 回    402 単位 

・死亡月        2500 単位 

＊全費用に地域単価(常滑市は 10.21 円)を乗じ、本人様の介護保険負担割合を乗じた額が利用料となります。 

□：各種加算の説明実施/同意状況（下記㋹点） 

□緊急時対応、□特別管理、□長時間 

□初回、□退院時共同指導 

□ターミナル 


